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研究成果の概要（和文）：本研究は、若年生活困窮者支援について、英国との比較を通じて、「パーソナライズ
化」の様相を把握すると共に、社会的企業の「ハブ機能（つなぎの役割）」の検討を行いながら、若年生活困窮
者の総合的な支援のあり方を検討することを目的とし、日英の若者支援の相談窓口及び個別支援を行う社会的企
業に対する事例調査を行った。本研究の結果、複合的課題を抱える若年生活困窮者には、パーソナライズ化され
た支援が生まれつつあると共に、利用者が個々の多様な社会的企業につながっていくハブ機能が生まれつつ実態
が明らかとなったが、社会制度上の相違から、日本では就労訓練事業者としての社会的企業が十分に育っていな
い実態も明らかとなった。

研究成果の概要（英文）： Through a comparison of Japan and England, this study aimed to analyze a 
personalized support system for people living in poverty, as well as the hub function of social 
enterprises, and to discuss a general support system for people living in poverty. I referred to 
case studies on general consultation centers and social enterprises that support people living in 
poverty in both countries.
 As a result of case studies of Toyohashi City in Japan and Northampton City in England, I 
discovered that social enterprises that played the role of both a personalized system for people 
living in poverty and a hub function were useful for social inclusion. However, as result of job 
training operator research, it was also clear that work integrated as a social enterprise was not 
enough in Japan as there were differences among social institutions.

研究分野： 地域福祉

キーワード： 若年生活困窮者　ニート　パーソナライズ化された支援　社会的企業のハブ機能　就労訓練事業者

  ２版

平成



様 式 Ｃ－19、Ｆ－19－1、Ｚ－19、ＣＫ－19（共通） 

1．研究開始当初の背景 

英国では、1990 年代後半より設置のすすめ

られたローカル・パートナーシップ組織が解

体され、代わって社会的企業が台頭してきて

いる。また、対人援助全般において、個人のニ

ーズに応じた切れ目のない総合的な支援を意

味する「パーソナライズ化（personalized）」

の理念が強調されるようになり、若年生活困

窮者支援の領域でも使用されるようになって

きている。 

日本においても、若年生活困窮者支援のロ

ーカル・パートナーシップ組織である「子ど

も・若者支援地域協議会」の設置が進められ

ているものの、設置率は低い。代わって新し

く制定された生活困窮者自立支援法（以下、

自立支援法）において社会的企業（就労訓練

事業を行う団体等）の認定制度が盛り込まれ

るなど、社会的企業が台頭すると共に、「パー

ソナライズ化」に対応する用語として「伴走

型」が用いられるようになってきているなど、

日英は同様の方向へ向かっている。 

英国の「パーソナライズ化」は、高齢者・障

害者のケアサービスにおいて先駆的に取り組

まれているものの、この「パーソナライズ化」

が利用者のニーズに応じた総合的なケアを提

供するものとうたっている一方で、一層の障

害学の個人モデルを推し進める消費者主義的

なものとなる危険性も指摘されている（白瀬 

2012）。 

社会的企業についても、一層の市場化を推

し進める社会的企業（いわゆる「アメリカ型」）

と、社会的なつながりを重視する社会的企業

（いわゆる「ヨーロッパ型」）の双方の議論が

混在している。生活困窮者は、総合相談⇒生

活支援⇒中間的就労⇒一般就労その他の形態

の生活へ移行していく中で、社会的企業のみ

で支援を行っているわけではなく、「パーソナ

ライズ化」された支援の中で、支援の多面性

及び連続性を保つために、他の機関との連携

の下での支援が必要となる。すなわち、社会

的企業には、利用者を他の機関へつないでい

く「ハブ機能（つなぎの役割）」が重要となる

のである。生活困窮者支援における「パーソ

ナライズ化」「伴走型」や社会的企業といった

概念が、公的予算削減の中で、より一層の市

場化を推し進めるものであれば、生活困窮者

をより一層排除するものとなることが危惧さ

れる。 

そのようなことから、生活困窮者支援の「パ

ーソナライズ化」「伴走型」という概念が意味

すること及びその実態を捉えること、そして

若年生活困窮者支援の中核となる社会的企業

の「ハブ機能（つなぎの役割）」を強化する仕

組みを検討することが重要である。 

＜参考文献＞白瀬由美香「イギリスのパーソ

ナライゼーション施策―選択を重視したケア

推進の意義と課題」『障害学研究』第 8号、86-

106 頁、2012 年。 

 

2．研究の目的 

上記のことから、本研究の全体構想は、日

本で制度化されつつある若年生活困窮者支援

について、先駆的な取り組みを行っている英

国との比較を通じて、「パーソナライズ化」の

様相を把握すると共に、社会的企業の「ハブ

機能（つなぎの役割）」の検討を行いながら、

若年生活困窮者の総合的な支援のあり方を検

討することにある。上記の全体構想を達成す

るために、大きく分けて、「パーソナライズ化」

に関する研究と「社会的企業」に関する研究

を行う。 

〇「パーソナライズ化」に着眼した研究課題

としては、次の 2点である。 

研究課題（1）「『パーソナライズ化』『伴走型』

の概念と実態の比較」として、英国の若年生

活困窮者支援における「パーソナライズ化」

の意味と、日本の「伴走型」の意味及びその用

いられ方の実態を比較し、政策的な位置づけ

の類似点・相違点を明らかにする。 

研究課題（2）「『パーソナライズ化』された支



援の実態の把握」として、英国の「パーソナラ

イズ化」と日本の「伴走型」の支援の実際を比

較し、実態の類似点・相違点を明らかにする。 

〇「社会的企業」に着眼した研究課題として

は、次の 2点である。 

研究課題（3）「社会的企業の社会的意義・役割

の比較」として、日英の若年生活困窮者支援

を行う社会的企業の社会的意義・役割を実証

的に明らかにする。 

研究課題（4）「社会的企業のハブ機能（つなぎ

の役割）の比較」として、日英の社会的企業の

パーソナライズ化された支援のハブ機能（つ

なぎの役割）の実態を明らかにする。 

以上のことを通じて、若年生活困窮者の支

援の「パーソナライズ化」と社会的企業の「ハ

ブ機能」の両者を通じた総合的な支援のあり

方を検討する。 

 

3．研究の方法 

 2015 年度には、①若年生活困窮者支援にお

ける「パーソナライズ化」「伴走型」に関する

日英の諸文献を収集し、分析した。②日本の

専門家から研究会において生活困窮者支援の

実態を報告いただいた。③英国について、ノ

ーザンプトン市において若者の総合相談窓口、

若者支援を行う社会的企業に関するヒアリン

グ調査を実施した。また、研究者に対するヒ

アリング調査も実施した。④日本においては、

愛知県内において、生活困窮者の総合相談窓

口のヒアリング調査を実施した。また 3 か所

の生活困窮者支援を行う社会的企業に関する

ヒアリング調査を実施した。 

2016 年度には、①日本の実態を把握するた

め及び、生活困窮者自立支援法に基づく就労

訓練事業者を調査するため、国内 6 か所の事

業者にヒアリング調査を行った。②自治体の

関係者 2 件へのヒアリング調査及び自立相談

支援事業者 2 件へのヒアリング調査を行った。 

③英国について、自治体の担当者、生活困

窮者支援の相談窓口、就労訓練事業者それぞ

れへのヒアリング調査を行った。さらに、研

究者との意見交換も行った。 

これらの理解を深めるために、関連の研究

会にも定期的に参加した。さらに、生活困窮

者自立支援制度における地域福祉をより検討

していくために、地方自治体の地域福祉計画

に生活困窮者自立支援制度の位置づけを調査

した。 

 2017 年度には、①英国の補完調査を実施し

た。また、②6月 21 日に愛知教育大学におい

て、日英若者サポートシンポジウム「日英若

者サポートシンポジウム：困難を抱えた子ど

も・若者に社会的企業は未来を切り開けるか」

を開催した。英国の社会的企業 Right 

Resolution の実践者である Wendy Bannerman

先生と愛知県豊橋市の一般社団法人東三河セ

ーフティネットの代表理事である金田文子先

生に登壇して頂き、若年生活困窮者支援の実

践について議論を行った。 

全体の研究成果の報告として、12 月にはオ

ーストラリアのメルボルンでの国際学会

ISIRC において、「Social enterprises and 

enhancing the employability of young 

people leaving care in the UK and Japan」

を Wendy Bannerman 先生と共同で報告を行っ

た。 

 

4．研究成果 

〇「パーソナライズ化」に着眼した研究課題 

（1）日本について 

 日本では、子ども若者育成支援推進法以降、

若年生活困窮者支援の枠組みが整い、生活困

窮者自立支援制度の施行により、拡大してき

ている。 

 日本では、「伴走型」の概念が用いられてい

るが、このような考え方を歴史的に考察を行

った結果、大阪府の方面委員制度の資料から

も類似していることが明らかとなった。すな

わち、自立支援制度と方面委員制度には、生

活困窮者に包括的な相談者を用意し、地域全



体の社会資源を活用しながら生活再建を目指

し、就労を通じた自立支援を目指すという点

など共通点も多く、制度の設置の目的そのも

のは同様であった。 

（2）英国について 

英国については、若年無業者支援の運営体

制の変化を分析することにより、若年生活困

窮者支援のパーソナライズ化について検討し

た。英国の現在の若年無業者支援は 2001 年の

地域再生政策におけるコネクションズ・サー

ビスを発端として形成されている。しかしな

がら、2010 年の政権交代により、労働党政権

から保守党を中心とした政権へ移行した。そ

の際に、若年無業者支援の運営体制も変化し、

国、地方自治体、事業者の役割は大きく変化

している。具体的には、若年無業者支援の責

任が学校と地方自治体に移管され、地方自治

体が行うコミッショニングのもとに、事業者

は競争原理の中で事業を展開するようになっ

ている。事業者の競争原理には、地方自治体

から事業を受託する際の競争入札とその評価

に伴うものと、事業者と他事業者との関係性

の間のサービスの売買という側面とがみられ、

事業者の受託には大企業の参入も見られた。

民間非営利組織は、地方自治体におけるガバ

ナンスと共に、準市場の中でのアクターとし

ての役割が大きくなっている様相が見えた。 

（3）比較検討 

 この「パーソナライズ化」の点については、

日英共に進められていることが明らかとなっ

た。そして、それは、行政ではなく、民間の窓

口であることが明らかとなった。 

 日本の豊橋市の事例では、東三河セーフテ

ィネットが若年生活困窮者のパーソナライズ

化された支援を行っていた。英国のノーザン

プトン市の事例では、Right Resolution がケ

アリーバーの若者に対して、パーソナライズ

化された支援を行っていた。 

いずれの団体も就労のみならず、幅広く若

者の人生を後押しするような包括的な支援を

心掛けていた。 

〇「社会的企業」に着眼した研究課題 

前述した両団体（東三河セーフティネット、

Right Resolution）は、個別相談を受ける窓

口である一方で、社会的企業であるとも言え

る。それは、両団体ともに就労訓練の場をビ

ジネスの手法を用いて、用意していることか

らも分かる。また、活動の資源を多元的に集

めていることも注目に値する。 

（1）日本について 

 東三河セーフティネットでは、主に子ども

若者育成支援推進法及び生活困窮者自立支援

制度の市の財源を基に活動しているものの、

他方で財団からの助成金や企業等からの土地

の提供なども含め、活動を展開している。 

（2）英国について 

 Right Resolution は、主に財団からの寄付

で活動を行っており、その他寄付金などが中

心となっている。公的な財源は受け取ってい

ない。 

（3）比較検討 

 両団体共に、相談窓口や就労支援といった

単体の業務ではなく、生活に困難を抱える若

者の連続的な支援を行うことに着眼していた。

また、地域の企業や団体など多様な社会資源

と関わりを持ち、ハブ機能（つなぎの役割）を

果たしながら活動を行っていた。 

 両団体の相違点としては、日本の場合は、

公的財源の割合が高く、他方英国では政府か

らの独立性が重視されていた。 

（4）その他の社会的企業に関する調査研究 

 日本の生活困窮者自立支援制度に基づく就

労訓練事業者の動向について、国のデータを

基にした利用状況の分析、国内 6 か所の就労

訓練事業者に対するヒアリング調査の結果、

就労訓練事業者の認定が全国的に進んでいな

いこと、自治体ごとに認定の在り方に差があ

ること、利用状況も低迷していることが明ら

かとなった。 

 



〇結論 

 以上のことを通じて、若年生活困窮者の支

援の「パーソナライズ化」と社会的企業の「ハ

ブ機能」の両者を通じた総合的な支援のあり

方を検討した結果、次のことが明らかとなっ

た。 

・ 若年生活困窮者支援には、従来の各制度

に基づく個別の支援ではなく、パーソナ

ライズ化された支援が具現化されてきて

いる。 

・ 社会的企業は、雇用の創出や訓練の提供

のみではなく、その前後のハブ機能（つな

ぎの役割）が重要であり、実際に社会的企

業の実践が日英で見られた。 

・ 両国に共通する課題として、団体の持続

可能性である。両団体共に多元的な資源

を求めているものの、安定した収入を持

続する方策はまだ明らかとなっていない。 

・ 日本では、生活困窮者自立支援制度に就

労訓練事業者の認定制度などが開始され

たが、全般的に社会的企業を育成する仕

組みが不十分であり、その利用は伸びて

いない。 

・ 英国では、コミュニティ利益会社のよう

に、社会的企業の法人格があるなど、社会

的企業の法体制があるものの、近年の緊

縮財政の影響のもと、社会福祉そのもの

が弱くなりつつある。 

 以上のことから、複合的課題を抱える若年

生活困窮者には、パーソナライズ化された支

援が必要である共に、利用者が個々の社会的

企業につながっていくハブ機能（つなぎの役

割）が生まれつつある実態が明らかとなった。 
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